




■ 原動機付自転車・小型特殊自動車の申請手続きに必要なもの 
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○    ○    

市外から転入した

場合 

（同一人物が登録）

廃車届出が 

済んでいる 
○  ○      

廃車届出が 

済んでいない 
○ ○    ○   

名
義
変
更 

市内の人から譲り

受けた場合 

廃車届出が 

済んでいる 
○   ○     

廃車届出が 

済んでいない 
○ ○  ○  ○   

市外の人から譲り

受けた場合 

廃車届出が 

済んでいる 
○   ○     

廃車届出が 

済んでいない 
○ 〇  ○  ○   

家族間での名義変更 ○ 〇  ○  ○   

死亡者からの名義

変更 

家族（同一世

帯）へ名義変更
○ 〇    ○   

家族以外へ名

義変更 
○ ○  ○  ○   

廃
車 

廃棄、転出、売買や譲渡により使用

しなくなった場合 
○ 〇    ○   

盗 難 の 場 合 ○       
○ 
※3

ナンバープレートのみを紛失した場合 ○ ○      
○
※4

そ
の
他 

排気量の変更 ○ ○    ○ ○  

※1 所有者と使用者が異なる場合は、それぞれ押印が必要となります。 

※2 運転免許証等の申告者本人が確認できる書類 

※3 盗難の場合…盗難届出先の警察署名、届出日、被害日 

※4 ナンバープレートのみを紛失した場合…弁償金（300 円） 

 

◆必ず確認してください。 

 ネットオークションや個人売買で車両を譲渡した場合や中古車買取事業者及び廃品等回収事業者

へ車両を譲渡及び引渡した場合には、廃車や名義変更の手続きや、旧所有者への軽自動車税の課税

を止める手続きが完了しているかを、書類の提示を求める等により、必ず譲受人や各取扱い事業者

に対しご確認をお願いします。譲受人や各取扱い事業者が手続きをしないことによって、旧所有者

に軽自動車税（種別割）がかかり続けるトラブルが毎年、多数発生しています。 
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■軽自動車税「軽自動車税（種別割）とは」50 

必要なもの 

手続きの内容 
























